
基発第 0625002号

平成20年 6月 25日

厚生労働省労働基準局長

外務省欧州局長 殿

｢いわゆる 『労働協同組合』に関する調査｣について

標記については､平成 20年 2月に超党派議員により構成される ｢協同出資

･協同経営で働く協同組合法を考える議員連盟｣が発足するなど､国内におい

て議論が活発化しているところであるO

このような動きを受けて厚生労働省においても､いわゆる ｢労働協同組合｣

の今後のあり方について検討を進めているところであるが､かかる検討に当た

り､諸外国における ｢労働協同組合｣に係る法制度等について実状を把握する

必要があるので､下記のとおり調査願いたい｡

記

1 調査の内容

調査項目 (別紙)の事項について調査すること.

2 調査対象国及び地域

スペイン､イギリス､フランスく ドイツ､イタリア､カナダ

畠 調査期限等

回答については､可能な限り邦文又は英文により発出後 1ケ月までに送付

すること

なお､参考となる資料については可能な限り添付すること



【本件連絡先l
厚生労働省勤労働基準局

勤労者生活部企画課企画係

前村 充

電話 +81-3-3502-1599

FAX +81-3-3502-2219



調査事項 (スペイン)

1999年 7月 16日付け協同組合法第 27/1999号 (Ley27/1999deCooperativas)

に関 し､以下の事項を示 されたい｡

1.法第Ⅹ部に規定される労働協同組合で働 く者の中には､組合員労働者 と賃

金労働者が存在すると承知 しているが､それぞれの者 と労働協同組合 との契

約関係は以下のとお りと解 して良いかO

① 組合員労働者-組合加入契約

② 賃金労働者-労働契約

2.組合員労働者及び賃金労働者の労働条件に関 し､

① 組合員労働者については､1999年 7月 16日付け協同組合法第 27/1999

号第 83条に基づき定款等で定め､

② 賃金労働者に対 しては､労働基準関係法令 (労働時間､最低賃金､

労働安全衛生に関する規制)の適用を受ける

と解 して良いか｡

また､組合員労働者の労働条件に関 し､時間外労働の割増賃金や年次有給

かの 日数等に係 る基準はないのか｡

甜 83度 (-βの二者鯵槻 避ごとの併5､歳=穿G､微 罪p7)

1..着象 徴 これらDjWh'+がない彦合にぼ､会題で15の潮 @ごとの虜紺

の併G､歳費BRび牢ノ野の併Bを定めるあのとする oいかなa虜合邑j=)機 を盛 ク̀

.辺むごtとする o

l) 1βの二者@の超約 1ら澄Gの労@の郷 まで牌 3112榔 1あaこt

2) 18歳左fTの戯酔夢は､脚 I40轍 Tであaこと

3)少/T<tあ,クyスマス､#牢､5JglGRび10A125を併 Htすaこと071-

だL,脚 倉メj行 う事業の性質上これが不■可潜/J虜倉を顔(0

4 年次青野併願 び少な(t邑本項~C/L=定めa夜祭B/EついTぼ.磨賞金舶 金メj二支

ノ静きれaこと

5) 18歳以下讃び60歳以上の勝 者の牢冴有潜伏ASEFlilgR以上とすaこt

3.貴国において､組合員労働者に対する報酬は配当金の前払いで支払われて

いると承知 しているが､賃金労働者に対する報酬の支払形態は賃金により支

払われ ると解 してよいか｡

関連条文がある場合には､該当条文を日本語訳 とともに提供 されたい｡



4.貴国において､労働協同組合の組合員労働者及び賃金労働者はそれぞれ雇

用保険 (失業保険)及び労災保険の適用を受けるか｡関連条文がある場合に

は､該当条文を日本語訳とともに提供されたい｡

5.貴国において､協同組合の事業によって剰余金が出た場合､その使途に法

令上の制限はあるか｡(【例】出資配当､従事分量配当､組合の事業のために

充当等)関連条文がある場合には､該当条文を日本語訳とともに提供された

い｡



Questionnaire(Spain)

InrelationstoLey27/1999deCooperativas,pleaseprovideuswith

followlnginformations

1.Weunderstandthattherearetwotypesofworkerswhoworksforthe

cooperativesbusiness;oneisworkingpartnersandtheotheris

contractingpaidemployees.

① isth erelationshipbetweencooperativesandworkingpartnersbased

onmembershipcontracts?

@ istherelationshipbetween cooperativesand contractingpaid

employeesbesedonlabourcontracts?

2.Inrelationtothelabourconditionforworkingpartnersandcontracting

paidemployees

① arethelabourconditionsofworkingpartnersstipulatedinby-laws

of仇ecooperatives?

andincasethebyllawsofthecooperativesdoesnTtmentionaboutit

arもtheyappliedtotheArticle83･ofLey27/1999deCooperativas?

@ arethelabourconditionsofcontractingworkersstipulatedinthe

legislationconcemlnglabourstandards?

lReference]

AulicuZo83/Jornadb,descansosemanaljiestas,vacacuonesypermisos

1-LosEstatulos,elReglamentoderegimenlnternO0enLm defecto,laAsamlea

reguLaranladuraciondelajOr71a血 delranajo,eldescansomL'nT'mosemanal,las

jioestasylasvacacionesanuales,respetando,entodocaso,comotmnlmO,las

szgulenteSnOrmaS1

1.Enireelメnaldeunajornadayelcomienzodelasz'guzenie,mediarancomo

minimodocehoras.

2･LosmenoresdedieciochoanosnopodranreallZarmaSdecuarenlahorasde

trabajoejTectivoallasemana.

3.Se1.eSPetaran,almenos,Comofesta,ladelaNalLVi血ddelSenor,AnoNurevo,

1demq,oy12deoctubre,salvoenlossupuestosexcepcionalesqueloimplh la



naturalezadelaacllVihdempresarialquedesarrollelacooperativa.

4.Lasvacacionesanuatesy,almemos,lasjiestasexpresadbsenelapartadoc)

deestenumeroReranretribuldbsaejTectosdbantlCIPOAocietario

5.LasvacacionesanualesdelosmenoresdedleC10Chom70Sydelosmqyoresde

se.srenlaanostenCかm unaduracionminlmadeunmes

3.Weunderstandthattherewardforworkingpartnersarepaidas

prepaymentofdevidendinyourcountry.Istherewardforcontracting

paidemployeespaidaswage?

Iftherearerelevantarticlesoflegislations,pleaseprovideuswiththem.

4.Inyourcountryareworkingpartnersandcontractingpaidemployees

appliedtotheunemploymentallowancemdworkersconmpensadon?

Iftherearerelevantarticlesoflegislations,pleaseprovideuswith

them.

5.Inyourcountryisthereanyrestrictionontheusageofthesurplus

fundsarislngfromthecooperativesoperations?

e.g.:Can beusedonlyforcapitaldividend,dividendbasedonmembers

engagement,lmprOVlngOfcooperativesbusiness,etC.

Iftherearerelevantarticlesoflegislations,pleaseprovideuswith

them.



【参考情報】

スペインの労働協同組合に係る制度

(1999年7月16日の協同組合法 :第5部第 1章 労働者協同組合について)

1.労働協同組合の事業に従事する者

以下の2種類がある｡

① 組合員労働者 :自分の労働の提供に関し契約を締結する法的能力を有す

る者 (法第80条第2項)

② 賃金労働者 :労働契約を締結し協同組合の事業に従事する者

2.労働条件

(か 組合員労働者 (法第83条)

労働協同組合は､定款により労働時間､休日等について定めをおくこと

とされている｡これらについては､以下の通り最低基準が設けられている｡

○ 休息期間を12時間以上とすること

0 18歳未満の組合員労働者については､ 1週の労働時間を40時間以

内とすること

○ 年次有給休暇に対しては､配当前払金を支給すること

等

② 賃金労働者 (法第80条)

賃金労働者の年間労働時間について､組合員労働者の年間労働時間の3

0%を超えてはならないこととされている｡

3.報酬の支払い方法

① 組合員労働者の場合 :1箇月1回あるいはそれより短い頻度で､配当前

払金として支払われる (法第80条第4項)｡

(参 賃金労働者の場合 :賃金だと推定される｡- 【要確認】

4.賃金労働者から組合員労働者への転換

協同組合は､定款で賃金労働者が組合員資格を取得する手続きを定めるこ

とができることとされている｡

また､期限の定めのない労働契約を締結している､または労働契約を緒結

して2年以上経過した賃金労働者が､権利行使可能な時から6箇月以内に申

請した場合協同組合は組合員労働者の資格を付与しなければならない｡

(法第80条第5項)



5.組合員資格の終了事由

経済的または技術的理由､組織上または生産上の理由その他不可抗力によ

り､組合員の絶対数を減らす必要がある場合には､労働者協同組合が退会す

べき組合員労働者を指名することとされている (法第85条)｡



調査事項 (イギリス)

1.貴国においては､組合員に雇用機会を提供することを目的とし､組合員の

管理の下に事業を行 う協同組合が法律上または実態上存在す るか｡ある場合に

は､以下の質問に回答 されたい｡

2.貴国において､(労働者)協同組合の組合員は協同組合 との間に労働契約

を締結 しているか｡労働契約を締結 していない場合､どのような形態の契約

を締結 しているのか｡関連の条文がある場合には､該当条文を日本語訳 とと

もに提供 されたい｡

【関連があると思われる法令】
ノ塵肺 灸芳彦夢2度

この彦静において､#局所首途二者とiよ登銀 が行われ 娩 棚 きれおらず､以Tの要

件をノ好たすあのをいうo

伝)ji'紗 ､ゞ
(1)顔式せ有LTおろすミ原産によク戯野され真澄.の彪周密倉であク

(E)胸 倉彦lEotク盈餅きれま71-/貨j軌餅きれfL一あのtみ/Jきれるg)のであaこ

_LL
路)団体.の虐讃滋/Lj下の事賓~を膚併する71-めの虜定を有すること

()I)当■遠豹野依又ぼその子会#lrB-Rきれ8着のみメj潜合点tをaこtができ､それら
の者がすべて瀞余貞と/Jるこtができ､彪合の会合iL=おいT平啓の脚 を有すa

こと (LJT @)

IndustnalCommonOwnershlj,Act1976

20)ForthepurposesofthlSActacommonowershtPentrePrTSelSabocかastowhlChthe

reglStaT･hasglVen,andhasnotrevoked,acertTjicatestatlngthatheTSSdlSjied

(a)lhalthebodyLS

(1')acompanywhlChhasnosharecapital,TSITmltedbyguarmteeandTSabonajide

cO-opef'atEVeSOCTety;Or

(b')asoc7eO,registeredordeemedtobereglSteredundertheIndustrlalandProvtdent

SocEetleSActs1965101975,and

¢)thatthememorandumorartlClesofassoclatTOnOrrulesofthebodyIncludeprovIS7071S

whTChsecure

(1)thatOnlypersonswhoareemployedby,orasubsTdlaTyOfthebodymaybemembers

oflt.thatallsuchpersonsmaybemembersoffhebodyandthatmembershm,eequal

votTngrlghtsatmeeltngOfthebody

3.貴国において､ (労働者)協同組合の組合員は､通常の労働者 と同様労働



基準関係法令 (労働時間､年次有給休暇､最低賃金､労働安全衛生等に関す

る規制)の適用を受けるか｡労働関係法令の適用を受ける場合には､主要な

法律の名称を示されたいo

労働関係法令の適用を受けない場合には､協同組合の組合員の労働条件は

どのように決定されるか示されたい｡

4.貴国において､(労働者)協同組合の組合員に対する報酬の支払い方法は､

如何なる形態となっているか (【例】配当金の前払いとして支払われる､賃

金として支払われる など)｡関連条文がある場合､該当条文を日本語訳と

ともに提供されたい.

5.貴国において､協同組合の組合員は雇用保険 (失業保険)及び労災保険の

適用を受けるか｡関連条文がある場合､該当条文を日本語訳とともに提供さ

れたい｡

6.貴国において､(労働者)協同組合の組合員の組合員資格の終了事由に関

する法令上の規定はあるかoある場合､終了事由は何かo関連条文がある場

合､該当条文を日本語訳とともに提供されたい｡

7.貴国において､協同組合の事業によって剰余金が出た場合､その使途に､

法令上制限があるか｡(【例】出資配当､従事分量配当､組合の事業のために

充当等)関連条文がある場合､該当条文を日本語訳とともに提供されたい｡

8.貴国においては､非組合員が協同組合の事業に従事することが認められて

いるか0

9.8.の回答が然りの場合､上記の3,4及び5の質問に関し､非組合員に

ついて回答されたい｡



Questionnaires(theUnitedKingdom)

1.hyourcountrydoesthefollowingtyeofcooperativeexistlegallyor

inrealib,?

O acooperativewhoseprimeobjectivesaretoprovideemploymentto

itsmembersandtooperateanenterprlSeinwllichcontrolrestswi仙
themembers

川
Incase血eanswerof血squestionis yes"pleaseanswer血efbllowlng

questionsaswell.

2.Inyourcountrydothecooperativeabovementioned(hereinafeter

refferedtoas "cooperative")anditsmembersenterintolabour
contract?

An diftheydonrtwhattypesofcontractdotheyhave?

げtherearerelevantarticlesoflegislationspleaseprovideuswiththem.

3.m yourcountⅣ ∬e血emembersofcooperativesappliedtothe

legislationconcernlngminimum labourstandards,suchashoursof

work,armualleave,minimum wage,occupationalhealthandsafety an

soon,?

Iftheyare,pleaseshowusthenamesofrepresentativelegislations.

Oriftheyaren-t,pleaseshowusユlowtOdecide也eworkingcondtions

formembersofcooperatives.

4.Pleaseshow usthewaytopay rewardsformembersofthe

cooperativeinyoùcountⅣ?

e.g∴paidaswage,paidasprepaymentofdividends

Incasetherearerelevantarticlesofthelegislationspleaseprovideus
withthem.

5.Inyourcountryarethemembersofthecooperativesappliedto

unemplymentallowanceandworkerscompensation?h casetherea主e

relevantarticlesoflegislatonspleaseprovideuswiththem.



6.Inyourcoun tryarethere anyarticlesoflegislationwhichstipulatethe

reasonsfbr血eteminatlOnOfmembership?Ifmerearepleaseprovide

uswiththem.

7.Inyourcoun hyarethereanylegalrestrictionontheusageofthe

surplusarising&omthecooperativeoperations?

e.g.～.Can beusedonlyforcapltaldividend,dividendbasedonmembers

engagement,lmPrOVlngOfcooperativebusiness.

Incasetherearerelevantarticlesoflegislatonspleaseprovideuswith

them.

8.Inyourcoun tryisitpossiblethatnon-membersofthecooperative

workforthecooperativeenterprise?

i(
9.也 case仇 eanwerofquestion8is yes" pleaseprovideuswi仙

infbrmationsaboutnon-membersinrelationto血equestion3,4and5.



【参考情報】

イギリスの協同組合に係る制度 (すでに把握している情報)

(産業節約組合法)

1.協同組合の事業に従事する者

産業共同所有企業法第2条において､協同組合に雇用される者のみが組合

員となることができるものとされている｡

2.労働条件

産業節約法に規定はない｡ - 要確認

3.報酬の支払い方法

産業節約法に規定はない｡ - 要確認

4.組合員資格の終了事由

産業節約法に規定はない｡ - 要確認

5.剰余金の使途に係る制限

産業節約法に規定はない｡ - 要確認



調査事項 (フランス)

｢1978年 7月 19日の生産労働協同組合に関する法律 78-763号 (LoiNo

781763du19juillet1978Porttantstatutdessocietescooperativesouvrieresdes

production)｣に関し､以下の事項について示されたい｡

1.法第 1条において､

r生一彦労虜彪原潜倉とは､あらゆる鹿野の戯業の労薗者IL=よク膚成され､

動 静者/=よク虐署資産きれ,またぼ舶 きれた托蟹人を介 LT押 されa
企業lrおいて､彪ノ野で碇署を営むあのをいjoJ

LessocietescooperatTVeSOuVrTereSdeproduct10n SOntjTormeespardes

17･aVaTlleursdetoulescategoriesouqualzfcatlOnSPrOjTessionnelles,associespour

exercer en commun leu7･SPrOjTessions 血ns une entreprise qu'ils gerent

direclemeniouparl'intermediai7･edemandbtairesdeslg71eSPareuXelenleur

SeZn.

と規定されているが､生産労働協同組合の組合員は生産労働協同組合との間

でいかなる形態の契約を締結■しているか｡(例 :労働契約､組合加入契約)

2.法第 9条において､

r,5款 lエおいTば,労静者とのノ野lrm好Lた芳脚 上 に 成年/L=虐 L

Tいる者は定められた卿 /=彪周顔倉/こ勿スするごtを義務づけ､勿ス

LIJい夢倉lEぼ避櫛Lた らのtみなす農務遷す aことができるoJ

LesstatuspeuventprevolrquelOutePerSOnnemqeure,ayantereemployeedansl'ent7･PrTSe

pendanszmdelalqu'TIsprectSent,eStadmlSeSUPSTmPledemandeenqualTted'assocle,Sorta

defautd'opostt70nemanaldelaprochalneaSSembleedesassocTeSOu.Selonlecas,de

l'assemblegenerateoT･dmaTre,StatuantaZamaJOlEterequTSePOUTlamodlfcatTOndesstatus.

と規定されているが､

(1)この規定に基づき一定期間経過後に協同組合に加入した場合､従前の労

働契約は継続するか｡

(2)貴国においては一般に労働協同組合に加入する前に､労働契約による労

働を行っているのか｡

(3)貴国においては生産労働協同組合の事業に従事する非組合員が組合員に

移行することは一般的か｡

3.貴国において､生産労働協同組合の組合員及び組合員ではない労働者に対

しては､労働基準関係法令 (労働時間､年次有給休暇､最低賃金､労働安全

衛生等に関する規制)の適用を受け るか｡労働基準関係法令の適用を受ける



場合には､その主要な法律の名称を示されたい｡

労働基準関係法令の適用を受けない場合には､協同組合の組合員の労働条

件はどのように決定されるか示されたいD

4.貴国において､.生産労働協同組合の組合員及び組合員ではない労働者に

対する報酬の支払は､如何なる方法で行われているか (【例】配当金の前払

いとして支払われる､賃金として支払われる など)0

関連条文がある場合には､該当条文を日本語訳とともに提供されたい｡

5.貴国において､生産労働協同組合の組合員及び組合員ではない労働者は､

雇用保険 (失業保険)及び労災保険の適用を受けるか｡関連条文がある場合

には､該当条文を日本語訳とともに提供されたい｡

6.貴国において､組合の事業によって剰余金が出た場合､その使途に法令上

の制限はあるか｡(出資配当､従事分量配当､組合の事業のために充当等)｡

関連条文がある場合には､該当条文を日本語訳とともに提供されたい｡



Questionnares(France)

Inrelationtothe "LoiNo781763du19juillet1978portantstatutdes

societescooperativesouvrieresdesproduction(hereinafterrefferedtoas

"Law")"pleaseprovideuswiththefollowinginformations.

llThearticle1oftheLaw stlPulatesthat "Lessocietescooperatives

ouvrieresdeproductionsonformeespardestravailleursdetoutes

categoriesouquallPcaiionsprofessionnelles,assocleSpoureXerCeren

communluersprofessionsdansuneentreprlSequ'llsgerentdirectement

ouparl'intermediairedemandatairesdesiBneSPareuXetenleurRein
〟

Inrelationtothisarticlewhatistherelationshipbetweentheworker

cooperativeanditsmembers?

e.g.relationshipbasedonlabourcontract,

relationshipbesedonmembershipcontract

relationshipbesedonCooperationsAct,etc

2.Thearticle9ofth eLaw stlPulatesthat "Leestatuspeuventprevolr

quetoutepersonnemajeure,ayanteteemployeedansl'entreprise

pendansundelalqu'ilsprecisent,estadmlSeSurSlmPledemandeen

qualited'associe,soltadefautd'opositionemanantdelaprochaine

assembleedesassociesou,Selonlecas,del'assenblegenerale

oydinalre,StatuantalamajoliterequisepourlamodlPcationdeatatus.
)〉

1)In relation to thisarticlewhen the contracting workergains

membershipafterworkingforthecooperativebusinessbasedonlabour

contractfわrsitipulatedpeliod,does血elabourcontractcontinueto

exist?

2)Isitcommonthatcontractingworkersareengagedin血ecooperatlVe

businessbasedonlabourcontractbefわregalnlng也emembership

status?

3)Moreover,isitcommonthatcontractingworkersconverttomembers



ofworkercooperatives?

3.Inyourcounけyarethemembersandthecontractingworkersofthe

workercooperativesappliedto也elegislationsconcemngtheminimum

labourstandardssuchashoursofwork,annualleaves,mimimum wages

andoccupationalhealthandsafety?Ifyes,pleaseshowusthenameof

therepresentativelegislations.Ifnotpleaseshowusthewaytodecide
thelabourconditionsofmembers.

4.Pleaseshow usthewaytopaytherewardsformembersand

contractingworkersofmeworkercooperatives.

e.g.:paidaswage,paidasprepaym entofdividend

5.Inyourcountry aremembersandcontractlngWOrkersappliedtothe

umemploymentallowanceandworkerscompensation?If仇ereare

relevantarticlesofthelegislationspleaseprovideuswlththem.

6.Inyourcountryisthereanyrestrictionontheusageofthesurplus

fundsarisingfrornthecooperativeoperations?

e.g.canbeusedonlyfb∫capltaldividend,dividendbasedonmembers

engagement,improvlngOfcooperativebusiness

Iftherearerelevantarticlesofthelegislationspleaseprovideuswith
them.



【参考情報】

フランスの生産労働協同組合に係る制度 (すでに把握している情報)

(1978年7月19日の生産労働協同組合に関する法律第78-763号)

1.生産労働協同組合の事業に従事する者

(か 組合員 :組合員資格を有する者 (法第 1条)

② 非組合員 :労働契約により雇用される､組合員資格を有しない者

(法第5条)

※ 生産労働協同組合は､組合の事業に従事する非組合員に対し一定期間後

に組合に加入することを義務づけることができる (法第9条)0

- これは一般的なのか､労働契約は継続するのか要確認

2.労働条件

1978年7月19日の生産労働協同組合に関する法律第78-763号には､組合員

の労働条件に係る規定がない｡

おそらく労働法 (CodedeTravaile)の適用を受けるものと考えられる｡

- 要確認

3.報酬の支払い方法

法第35条では､賃金 (salarie)という言葉が使用されているため､組合

員に対しては.賃金により報酬が支払われているものと推定される｡

- 要確認

3.組合員資格の終了事由 (法第10条)

○真性､重大な理由に基づく退職又は解雇は組合員資格の喪失を伴う｡

○協同組合の自主的脱退は労働契約の終了を伴う｡



調査事項 (ドイツ)

【前提情報】

○ 従前の ドイツの協同組合に関する法律 ｢産業 ･経済協同組合に関する法律

(GesetzbetreffenddieErwerbs-undWirtschaRsgenossenschaften)｣は2006

年に改正された｡

○ 改正前の法律においては､第 1条において協同組合の類型が以下のとおり

規定されていた｡

(∋ 貸付信用団体 (vorschuβ-undKreditvereine)

② 原材料団体 (Rohstoffiverene)

③ 農産物または商工生産物の共同販売を目的とする団体 (販売協同組合､

倉庫協同組合)(vereinozumgemeinschaftiichenVerkauflondwirtschaftlicher

odergewerblicherErzeugnisse(Absatzgenossenschaften,Magazinvereine))

(参 共同計算による物品の生産及び販売を目的とする団体 (生産協同組合)

(vereinezurHerstellungYonGegenstandenundzumVerkaufderselbenauf

gemeinschaftlicho Rechnung(Produktivgenossenchaften))- 労働者協同

組合に相当

⑤ 生活必需品の共同購入及び小売販売を目的とする団体 (消費協同組合)

(Vereine zum gemeinschaftlichen Einkauf von Lebens- Oder

Wirtschaftsbedurfnisson im groB en und Ablaa im kleinen

(Konsumvereine))

(昏 共同計算による農業又は商工業の経営に必要な物品の調達及びその利

用を目的とする団体 (vereine zurBeschafAlng VOn Gegenstanden des

landwirtschaftlichenodergewerblichenBetriebesundzurBenuntzungderselbon

aufgemeinschaftlicheRechnung)

⑦ 住宅建設を目的とする団体 (vereinezurHerstellungYonWohnungen)

0 2006年の改正後の法律においては､協同組合の類型は消滅した｡

【質問事項】
1.2006年の改正前の旧法の解説書 (volkerBepthein Genossenscha氏sgesetz

mitUmwandlungsrecht/VerlagC.H.Beck著)よれば､｢(旧法に定義する)坐

産協同組合の組合員は､組合との雇用関係を自分自身の積極的な結社の自由

により会社法に基づいて形成することを望むのか､それとも自己及び生産協

同組合が有する契約の自由に基づいて雇用契約または労働契約を締結するこ

とを望むのか選択できる｣こととされていた｡



(1)貴国において､現行法における､旧法に規定する生産協同組合に相当す

る協同組合と組合員との関係に関し､旧法と同様に会社法に基づいて形威

するか､雇用契約又は労働契約を締結するかの選択権を有しているか否か

を示されたい｡また､関連条文がある場合､該当条分を日本語訳とともに

提供されたい｡

(2)(1)の回答が ｢否｣である場合､旧法で定義する ｢生産協同組合｣に

相当する協同組合と組合員は､現行法においてどういう形態の契約関係 と

なるか (会社法に基づく契約か､組合加入契約か､労働契約かなど)｡ま

た､関連条文がある場合には､該当条分を日本語訳とともに提供されたいD

2.貴国において､旧法で定義する ｢生産協同組合｣に相当する協同組合の組

合員は､労働基準関係法令 (労働時間､年次有給休暇､最低賃金､労働安

全衛生等に関する規制)の適用を受けるかo労働基準関係法令の適用を受

ける場合には､その主要な法律名を示されたい｡

労働基準関係法令の適用を受けない場合には､協同組合員の労働条件が

どのように決定されるかを示されたい｡

3.貴国において､旧法に規定する生産協同組合に相当する協同組合の組合員

に対する報酬の支払いは､如何なる形態となっているか (【例】配当金と

して支払われる､賃金として支払われる など)｡関連条文がある場合に

は､該当条文を日本語訳とともに提供されたい｡

4.貴国において､旧法に規定する生産協同組合に相当する協同組合は､雇用

保険 (失業保険)及び労災保険の適用を受けるか｡関連条文がある場合に

は､該当条文を日本語訳とともに提供されたい｡

5.貴国において､旧法で定義する ｢生産協同組合｣に相当する協同組合にお

ける組合員資格の終了事由は何か (【例】解雇､レイオフ､組合員に重大

な過失があった場合など)｡関連条文がある場合には､該当条文を日本語

訳とともに提供されたい0

6.貴国において､組合の事業によって剰余金が出た場合､その使途に法令上

の制限はあるか｡(【例】出資配当､従事分量配当､組合の事業のために充

当等)｡関連条文がある場合には､該当条文を日本語訳とともに提供され

たい｡

7.貴国においては､非組合員が旧法に規定する生産協同組合に相当する協同



組合の事業に従事することが認められているか0

8.7.の回答が然りの場合､上記の質問2,3及び4に関し､非組合員につ

いて回答されたい｡

9.7.の回答が然りの場合､協同組合の事業に従事する非組合員が組合員に

転換する制度が法律上整備されているか｡また､実態において非組合員が

組合員に転換する事例は存在するか｡



Questionnaires(Germ any)

[Relevantinformations]

○ "GesetzbetreffenddieErwerbs-undWirtscha鮎genossenschaften"thelegislation

concemlngCOOperatives,wasamendedin2006.

0Thelegislationbeforeamendmentusedtostipulateseveraltypesofcooperativesas

fbllows

①vorschuβ-undKreditvereine

②Rohstofivereine

@ vereino zum gemeinschaftlichen VerkaufIondwirtschaftlicher oder

gewerblichefErzeugnisse(Absatzgenossenschaften,Magazinvereine)

④ vereinezurHerstellungYonGegenstandenundzumVerkauf

derselbenaufgemeinschaftlichoRechnung

(Produktivgenossenchaften)

@vereinezumgemeinschaftlichenEinkaufYonLebens10der

WirtschaRsbedurfnissonimgroβenundAlbaβimkleinen

(Konsumvereine)

@vereinezurBeschaffungvonGegenstandendes

landwirtschaftlichenodergewerblichenBetriebesundzur

BenuntzungdesrselbonaufgemeinschaftlicheRechnung

@vereinezurHerstellungYonWolmungen

0 Thelegislationafteramendmentdoesnothavethearticleconcemingthetypesof

cooperativesanymore

lQuestions]

1.Accordingtothebookconceming仇elegislationbefわreamendment"

Members of the production cooperatives have cllOices between

relationship with the cooperativesbased on theCompany Actor

relationshipwiththecooperativesbasedonLabourContract.

1)Underthecurrentlegislation dothemembersofthecooperatives

equivalent to former "produktivgenossenchaften" or production

cooperatives(hereinafterreferedtoas "cooperative")havechoices

betweenrelationshipwi血 cooperativesbasedonCooperationActor



therelationshipwith cooperativesbasedonlabourcontract?Incase

therearerelevantarticlesofthelegislationpleaseprovideuswith
them

2)Incasetheanswerof1)is "No"whatistherelationshipbetween

cooperativesandmembers?

e.g.:contractsbasedonCooperativesAct,Labourcontracts,

membershipcon廿acts.etc

Incasetherearerelevantarticlesofthelegislationpleaseprovideus
withthem

2.Inyourcountryarethemembersofcooperativesappliedtolegislatons

concernlngworkingconditionssuchashoursofwork,annualleaves,

minimumwage,occupationalhealthandsafety?Ifyes,pleaseshowus

血enam esofrepresentadvelegislations.∬not,pleaseshowus也eway

todecide也elabourconditionsofmembersofcooperatives.

3.Pleaseshowusthewaytopaytherewardforthemembersofthe

cooperativesinyourcount叩 .

e.g∴paidaswage,paidasprepaymentofdividends,etc.

Incasetherearerelevantarticlesofthelegislationpleaseprovideus
withthem.

4.m yourcountⅣ ∬e血emembersofmecooperativesappliedto

unemploymentallowanceandworkerscompensation?Incasethereare

relevantarticlesofthelegislationpleaseprovideuswiththem.

5.Inyourcountrya主ethereanylegalreasonsfortheterminationof

membershipofthecooperatives?

e.g.:dismisal,layoff,genuineseriouserrorsbymembers,etc

Incasetherearerelevantarticlesofthelegislationpleaseprovideus

with血em.

6.Inyourcountryarethereanylegalrestrictionsontheusageofsurplus



fundsarisingftom thecooperativeoperations?Incasethereare

relevantarticlesofthelegislationpleaseprovideuswith them.

e.g.:canbeusedonlyforcapitaldividend,dividendbasedon
members

engagement,lmPrOVmgOfcooperativebusiness

7.Inyourcountryisitpossiblethatnon一membersareengagedinthe

cooperativebusiness?

〃 乃
8.Incase血eanswerof也equestion7is yes, pleaseprovideuswi仙

theinformationsonquestion2,3and4inrelationtothenon-members

of血ecooperatives.

〟 〟
9.Incasetheanswerofthequestion7is yes,isthereanylegal

system toconvertnon-memberstomembersofthecooperatives?Or

arethereanyexamplesthatnon-membersconverttomembersin

reality?



【参考情報】

ドイツの協同組合 (旧生産協同組合)に係る制度 (既に把握している情報)

く協同組合法)

1.労働者協同組合の事業に従事する者

2006年の法改正以前は､生産協同組合の組合員は､以下の2つの選択肢を

有していた｡

① 会社法に基づく契約関係

(診 労働契約に基づく契約関係

- 改正後も組合員に旧法同様の選択権があるか否か要確認

※ 旧法の解説書より
け

2.労働条件

協同組合法に労働条件に関する規定はない｡



調査事項 (イタリア)

1.2001年 3月 7日に議会で承認された ｢協同組合､特に労働者組合員に

関する法律の改正法 (Revisionedellalegislazioneinmateriacooperativistica,con

particolareriferimentoallaposizionedelsociolavoratore)｣ の第2条に関し､以

下の事項について回答されたい｡

屠2度 ｢彪願 合の労虜者顔合責の鹿人及び算上野の#S])

労脚 にあa彪原潜倉の脚 免責に対LT玖 1970年5A205付け潜静

粛300号ガj遺骨きれる.ただL､労脚 とこ穿仁､適合願 あ停止された一題合統 _夢

18東郷 すao労彪安全藤生ILTJ野すa穿行のすべでの彦鑑定邑鹿骨きれる D

その超の御 合貞/rHL,T/i.1970年5A205付,姿煮夢300着の屠1東､

.夢8度,514.粂Rび夢15廉/Jら乙呼=1994年9A19β杜正彦舎房626景虎び

その顔の戯二jFで定める紛 らぴ7ニ労務題辞に題屠Lうる1996年8A14β{1jf

彦余夢494着で定めa紛 j遂屠されa o 彪閉 合戯好の御 燈/=威夢LT､労@

彪倉の尉 行好の粛々の窟磨lrついT/J､〔放顔の1)御 /}彪周超倉.運勢の駒 野

勝と胸 倉顔戯tのノ野の,芳m彪蹄irおいて避雷することができる o

(1)上記の法第 2条にいう｢労働関係にある協同組合の労働者組合員｣と ｢そ

の他の労働者組合員｣の選択は､労働者協同組合の個々の組合員が行うのか｡

そうでない場合､これらの選択はどのように行われるか｡

(2)同じく ｢労働関係にある協同組合の労働者組合員｣は､労働者協同組令

との間に労働契約を締結するのか､あるいはその他の形態の契約を締結する

のか｡

(3)上記の法第2条に引用されている以下の法律又は条文に規定される主な

事項を示されたい｡

① 1970年 5月20日付け法律第 300号

② 1970年 5月 20日付法律第 300号第 1条､第8条､第 14条､

第 15条

③ 1994年 9月 19日付立法令第 626号

④ 1996年 8月 14日立法令第494号

2.貴国において､労働者協同組合の ｢労働関係にある協同組合の労働者組合

員｣及び ｢その他の労働者組合員｣に対する報酬の支払いは､それぞれ如何

なる形態となっているか (【例】配当金の前払いとして支払われる､賃金と

して支払われる など)D関連条文がある場合には､該当条文を日本語訳と



ともに提供されたい｡

3,貴国において､労働者協同組合の ｢労働関係にある協同組合の労働者組合

員｣及び ｢その他の労働者組合員｣に対しては､それぞれ雇用保険 (失業保

険)及び労災保険の適用はあるか｡関連条文がある場合には､該当条文を日

本語訳とともに添付されたい｡

4.貴国において､労働者協同組合における組合員資格終了事由は何か (l例】

解雇､レイオフ､組合員に重大な過失があった場合など)｡関連条文がある

場合には､該当条文を日本語訳とともに提供されたい｡

5.貴国において､労働者協同組合の事業によって剰余金が出た場合､その使

途に法令上の制限はあるか｡(【例】出資配当､従事分量配当､組合のの事業

に充当等)関連条文がある場合には､該当条文を日本語訳とともに提供され

たい｡

6.貴国において､非組合員が労働者協同組合の事業に従事することが認めら

れているか｡

7.6の回答が然 りの場合､協同組合の事業に従事する非組合員が組合員に転

換する制度が法律上整備されているか｡また､実態において非組合員が組合

員に転換する事例は存在するか｡

8.6の回答が然 りの場合､上記の質問 1 (2)､2,3に関し､非組合員に

ついて回答されたい｡

9.6の回答が然 りの場合､協同組合の事業に従事する非組合員は上記質問1

(3)に掲げる①～(参の法律又は条文の適用を受けるかo上記法律の適用を

受けない場合には､それら非組合員の労働条件はどのように決定されるのか｡



Questionnaires(Italy)

iI

Inrelationto也eArticle2of "Revisionedellalegislazioneinmateria

cooperativistica,conparticolareriferimento allaposizionedelsocio

lavoratore(hereinafterrefferedtoas"theLaw")"whichwasapproved

bytheparliamentinMarch7th 2001,pleasegiveuSthefollowing

infbrmations.

Art.2DirittiindlVldualleCOllettividelsociolavoratoredlCOOPerattVa

1.AisocllavoratoridicooperativaconralPO710dilavorosubordinato

siappllCa la legge20 maggio 1970,n･300,con esclusl0ne

dell'articolo180gnlVOltachevengaacassare,colraFPOrtOdi

lavoro,anchequelloassociativo.SiaFPllCanOaltresituttelevlgenii

dlSPOSIZioniinmaterladisicurezzaelglenedellavoro.Aglialtrisoci

lavoratorisiapplicanogliartlCOli1,8,14e15dellamedesimalegge

n.300 del1970,noncheledisposizionlPreVistedaldecreto

leglSlativo19seitembre1994,n･626.esuccessivemodlPcazionl,e

quelleprevistedaldecretoleglSlatlVO14agosto1996,n.494,in

quantocompatibiliconlemodalitadellaprestazionelavoratlVa.In

relazioneallepeculiaritadelsistemacooperativo,formespecljichedi

eserciziodeidirittisindacalipossonoessereinidividuatelnSededl

accordicollettiviira leassociazioninazl0nalidelmovlmentO

cooperativo e le organlZZaZionisindacalideilavoratorl,

comparativamentepluraFPreSentative･

1)Doeseachmemberoftheworkercooperativeshavean opportunity

toselecttheirstatusbetween "lavoratoridicooperativaconrapportodi
lavorosubordinat" or "altrisocilavoratori"?

Ifnothowarethestatusofmembersdetemined?

2)Does"lavoratoridicooperativaconrapportodilavorosubordinat"

enterintolabourcontractwithworkercooperatives?



Ifnotwhatistherelationsllipbetween "lavoratoridicooperativacon

rapportodilavorosubordinat"andworkercooperabves?

e.g∴con仕actbasedonCooperationsActetc.

3)Pleasesum marizethecontentsoffollowingarticles

① lalegge20maggio1970,m.300

@ articoli1,8,14e15dellamedesimaleggen.300del1970

@ ledisposizioniprevistedaldecretolegislativo19settembre1994,n.

626っ

④ successivemodificazioni,equelleprevistedaldecretolegislativo14

agosto1996,m.494

2.Inyourcountrypleaseshow usthewaytopaytherewardsfor

memberswhoserelationshiplSlabourrelationsandmemberswllOSe

relationsllipisotherrelations.

e.g∴paidaswage,paidasprepaymentofdiⅥdends

Incasethere arerelevantarticlesoflegislationspleaseprovideuswith
them.

3･Are"lavoratoridicooperativaconrapportodilavorosubordinat" and

"altrisocilavoratori" applied to unemploymentallowanceand

workerscompensation?Incasetherearerelevantarticlesoflegislations

pleaseprovideuswiththem.

4.Inyourcountryarethereanylegalreasonsfortheterminationof

membershipof血ecooperatives?

e.g.:dismissal,layoff,genuineseriouserrorsbymembers,etc.

Incasethererelevantarticlesoflegislationspleaseprovideuswith

them.

5,Arethereanylegarestrictionontheusageofsurplusfundsarising

fromcooperativeenterpnsesinyourcountry?

e.g.:Can beusedonlyforcapitaldividend,dividendbasedonmembers



emgaement,Improvingcooperativebusiness

h casethererelevantarticlesoflegislationspleaseprovideuswith

them.

6.Isitpossiblethatnonmembersworkingforcooperativebusiness

converttomembersofcooperative?

〟 〟
7.Incase血eanswerofquestion6is yes,∬e仇ereanyleagalsystem

toconvertnonmemberstomembersofthecooperatives?An darethere

anyexample叫atnon-membersconverttomembersinreality?

(( 〟
8.也case血eanswerofquestion6is yes ,pleaseprovideusw地 山e

informationonnonmembersinrelationtoQuestion1(2),2and3.

〃 わ
9.Incase也eanswerofquestion6is yes,∬e仇enon-members

workingforthecooperativesappliedtoarticlesorlegislationabove

mentionedinQuestion1(3)①,②,③ and④.

hcasetheyarenotappliedtothoseariclesorlegislationspleaseshow

usthewaytodecidethelabourconditionsfornonmembersworking

forthecooperativebusiness.



一【参考情報】

イタリアの労働者協同組合に係る制度 (すでに把握している情報)

(協同組合､特に労働者協同組合の組合員に関する法律の改正法)

1.労働者協同組合の事業に従事する者 (法第1条)

以下の2種類がある｡

① 労働関係にある組合員労働者 :

労働契約を締結するものと推定される｡ - 要確認

② その他の組合員 :

自営型その他の形態 - その他の形態とは何か要確認

2.労働条件等 (法第3条)

① 労働関係にある組合員労働者 :

1970年5月20日法律第300号の適用を受ける - 内容に関し要確認

労働安全衛生に関する規定の適用を受けるD

② その他の組合員

1970年5月20日法律第300号第 1条､第8条､第14条及び第15条､1994

年9月19日付け立法令第626号､1996年8月14日付け立法例第494号の適用

を受ける

- 内容に関し要確認

3.報酬の支払い方法 (法第3条)

① 労働関係にある組合員労働者 :

従事量及び賢に応じた報酬が支給される｡

類似の部門の全国労働協約で定める最低報酬以上としなければらない

- 配当金前払いか賃金かは要確認

② その他の組合員

自営の形態で類似の役掛 こ適用される平均報酬以上の額の報酬が支払

われる｡



調査事項 (カナダ)

カナダ協同組合法に関し､以下の事項を示されたい｡

1.契約関係

(1)第 359条第 2項において､労働者協同組合の組合員は ｢自然人且つ組合

に雇用される者｣とされているが､組合員と労働者協同組合の契約関係は､

労働契約､組合加入契約のいずれによるか｡関連条文がある場合には､該

当条文を日本語訳とともに提供されたい｡

(2)貴国におし)て､労働者協同組合は､一定の場合､非組合員を雇用できる

こととされているが､この場合非組合員と労働者協同組合との契約関係は

労働契約か｡関連条文がある場合には､該当条文を日本語訳とともに提供

されたい｡

2.貴国において､労働者協同組合の組合員及び労働者協同組合の事業に従事

する非組合員は､通常の労働者と同様に労働基準関係法令 (労働時間､年

次有給休暇､最低賃金､労働安全衛生等に関する規制)の適用を受けるか｡

労働基準関係法令の適用を受ける場合には､その主要な法律名を示され

たい｡労働基準関係法令の適用を受けない場合には､組合員及び非組合員

の労働条件はどのように決定されるか示されたい0

3.貴国において､労働者協同組合の事業に従事する組合員及び非組合員に対

する報酬の支払いは､如何なる形態となっているのか (【例】配当金の前

払金 として支払われる､賃金として支払われる など)o関連条文がある

場合には､該当条文を日本語訳とともに提供されたい｡

4.貴国において､労働者協同組合の組合員及び労働者協働組合の事業に従事

する非組合員は､雇用保険 (失業保険)及び労災保険の適用を受けるか｡関

連条文がある場合には当該条文を日本語訳とともに提供されたい｡

5.貴国において､労働者協同組合の事業に従事する非組合員が組合員に転換

する制度は法律上整備されているか｡また､実態において非組合員が組合員

に転換する事例は存在するか｡



Questionnaire(Canada)

InrelationtotheCanadaCooperativesActPleaseprovideuswith

followlnginformation.

1.Contract

1)TheArticle359I2 Stipulatesthatthemembersofworker

cooperavieshavetobe "an individual andan employeeofthe

cooperatives." Wh atistherelationship between membersand

cooperativesintermsofcontract?

e.g.basedonlabourcontract,basedonmembershipcon廿actetc.

Iftherearerelevantarticlesoflegislationspleaseprovideuswiththem

2)Weunderstandthatworkercooperativescan hirenon-memberof

cooperativeiftheconditionmeetsinyourcountry.Wh atisthe

relationshipbetweennon-memberofcooperativesintermsofcontracts?

e.g.basedonlabourcontract,basedonmemershipcontracts

lfther声 arerelevantarticlesoflegislationspleaseprovideuswiththem

2.Inyourcoun hyarethemembersandnon-membersofworkers

cooperativeappliedtothelegislation concerningminimum labour

standardssuchashoursofwork,annualleave,mlnimum wageand

occupationalhealthandsafety?Iftheyarepleaseshowusthenamesof

therepresentativelegislations.

Ifnotpleaseshowusthewaytodecidethelabourconditionsofthe

membersandnon-membersworkingfbr血ecooperativebusiness.

3.Pleaseshowusthewaytopayrewardsformembersandnon一members

workingforcooperativebusiness.

e.g.paidaswage,paidasprepaymentofdividend

Iftherearerelevantarticlesoflegislationspleaseprovideuswiththem

4.Arethememberand non-membersofcooperativesappliedto

unemploymentallowanceandworkerscompensation?Ifthere are



relevantarticlesoflegislationspleaseprovideuswiththem.

5.也 yourcounrtyis也ereanylegalsystem toconvertnonmembers

workingforcooperativebusinesstomembersofthecooperatives?Are

thereany exmplethatthenon memberconverttomembersof

cooperativeinrelity?



【参考情報】

カナダの労働者協同組合に係る制度 (すでに把握している情報)

(カナダ協同組合法)

1.労働者協同組合の事業に従事する者

① 組合員 :組合員は､自然人且つ組合に雇用される者とされている｡

(法第359条第2項)

② 非組合員 :労働者協同組合設立から5年以内の期間に､組合員の75%

の人数を超えない範囲で雇用可能

2.労働条件

協同組合法には規定なLo

※ 労働法の適用については､調査訓令回答では ｢協同組合の組合員への

労働関係法令の適用に関して､特別な扱いはない｣との回答を得ているO

- 再要確認

3.報酬の支払い方法

組合員に対する報酬に関しては､法第359条において賃金 (sa一ary)いう

語が使用されているため､賃金による支払いが行われているものと思われ

る｡ - 要確認

4.組合員資格の終了事由

○ 定款の定めにより､協同組合側から理由を付して書面による予告を行

うことにより､組合員資格を終了することができる｡組合員側には申し

立ての機会が付与される｡

○ レイオフされてから2年経過後に雇用が再開されない場合､組合員資格

を喪失する (法第360条)0

5.剰余金の使途に係る制限 (法第7条)

協同組合の事業より発生した剰余金の使途は､以下の目的に制限されて

いる｡

○ 事業の発展 ･拡充

○ 組合員へのサービス供給､サービス向上

○ 引当金､組合員への利息の支払い､配当金の支払い



○ 地域の福祉､協同組合事業の宣伝

○ 組合員への特別支給 (patronagereturn)



【 英 国 】

1.法令について

英国においては､労働者協同組合の在 り方(設立､運営及び解散､構成員

の権利義務等)を規定する法律は存在していない｡

なお､1976年産業共同所有法(IndustrialCommonOwnershipAct1976)は､

制定当初は､労働者協同組合に対する政府による財政的支援の根拠法であっ

たが､その後､財政支援に係る規定は削除され､協同組合の定義規定(第2条)

が残されるのみとなっている｡また､同法の制定当初においても､労働者協

同組合の在 り方(設立､運営及び解散､構成員の権利義務等)を規定する法律

ではなかった｡

2. 法人格について

英国において労働者協同組合(WorkersCO-operative)と呼ばれる団体は､

･1965年産業共済法(Industria】andProvidentSocietiesAct1965)

に基づく産業共済団体(IndustrialandProvidentSociety)

1985年会社法(CompanyAct1985)に基づく保証有限会社(company
limitedbyguarantee)

のいずれかとして法人格を取得する場合が多いと言われているが､他の法令

に基づく法人格を有している場合もある｡また､これらの法人制度は､労働

者協同組合を設立する場合に限って用いられるものではない｡

3.労働者協同組合の組合員の労働条件等

協同組合と組合員との間に労働契約が締結されているか否かについての判

断は､個別のケースの実態によるものであり､協同組合の組合員であること

をもって一律に判断されるものではない｡

なお､組合員に労働者性が認められる場合には､労働関係法令の適用を受

ける｡主要な労働関係法令としては､例えば､以下のとおりである0

○ 労働時間､年次有給休暇

1998年労働時間規則(WorkingTimeRegulations1998)
○ 最低賃金

1998年最低賃金法(Nationa一MinimumWageAct1998)
○ 労働安全衛生

1974年衛生安全法(HealthandSafetyAct1974)

4.報酬の支払いについて

法令上の規定はない｡



5.労働保険について

(1)雇用保険(失業保険)について

英国では､雇用保険(失業保険)制度は､国民保険制度(NationaJlnsuranc

e)の一部であり､協同組合の組合員が労働者に該当する場合であれ自営に

該当する場合であれ適用される｡

(2)労災補償について

英国では､医療サービスは､税を財源とした国民医療制度(NHS:National

HealthSystem)により提供されており､政府管掌の労災保険制度は存在しな

い｡

なお､1969年雇用主責任(強制保険)法(Employers'Liability(Compulsor

yInsurance)Act1969)に基づき､雇用主は､民間保険会社とあらかじめ

保険契約を締結 しておくことにより､自ら(=雇用主)に過失がある場合の労

働災害について労働者に対する金銭的補償を果たし得るようにする義務があ

るが､同法によって保護される対象者は､労働者に限られ､自営を含まない｡

6.非組合員の従事

法令上の規定はない｡

7.従事非組合員に対する労働法令の適用

非組合員の労働者性の有無についても実態判断によることが必要であり､

各法令の適用等についても組合員の場合と同様である｡



【イタリア】

1.組合員の性質の選択

｢労働関係にある協同組合の労働者組合員｣と ｢その他の労働者組合員｣

の選択は､その組合の規約に基づき､労働者協同組合の個々の組合員が行う｡

2.契約関係

労働契約の分短に関し､2001年付け法律第 142号では､｢労働関係

にある組合員｣とそうでない組合員の同等化が規定された｡よって､両者と

もに同じ労働契約を適用する (無期限雇用契約､期限付き雇用契約､パー ト

タイム､プロジェク ト契約等)｡以前は､労働契約は組合員でない労働者の

みに適用されていた｡

3.労働関係法令の適用

労働規約1970年付け法律第300号 18条は ｢その他の労働者｣には

適用されず､｢労働関係にある協同組合の労働者組合員｣には適用される｡

1970年付け法律第300号第1条､第8条､第14条､第15条には､

意見の自由､意見に関する調査の禁止､労働組合への加入と活動の権利､差

別的行為の禁止が規定されている｡

1994年付け立法令626号､1996年付け立法令494号には､雇

用とすべての分野における労働者自身の身体的安全に最大限の注意を払うこ

とが規定される｡

4.組合員の報酬

｢労働関係にある協同組合の労働者組合員｣､｢その他の労働者組合員｣の

報酬は､イタリアの団体交渉契約により､労働者自身の属するカテゴリー (作

業員､会社職員､管理職等)によって規定され､さらに規約に規定される場

合には､配当金の一部が最終的利益の30%以下で前払いとして加算される｡

【関連条文】

民法第2532条 組合員の脱退

労働者協同組合における組合員は､法律､設立決議によって規定される場合

において組合から脱退することが可能となる｡脱退は部分的なものであっては

ならない｡脱退の申告は､組合に書留郵便によってなされる｡組合は､申告の

受理から60日以内に検討をしなければならない｡脱退の条件が満たされない場

合､組合管理者は､即座に組合員に連絡をし､この組合員は連絡を受けた日か

ら60日以内に裁判所に異議申し立てを行うことができる｡組合との関係に関し､



脱退は､申告受理の措置に関する通達がなされた時点で発効される｡法律もし

くは設立決議で異なる規定がなされておらず､組合員と組合の相互的関係につ

いて､3ケ月前に申告がなされていれば､事業年度の終了とともに脱退の効力

が発生し､そうでない場合には､次事業年度より効力が発生する｡

民法第2533条 組合員の除外

組合員の除外は､2531条(分担金もしくは債券の支払いの欠如)に規定された

事情の他､以下の場合に行われる｡

1)設立決議により規定される場合

2)法律､組合契約､規則もしくは相互的関係によって規定される義務の不

履行

3)組合への参加に規定される資格の欠如もしくは喪失

4)第2286条に規定される場合(上記2)に加え､禁治産､準禁治産､一時的で

あっても公職の執行停止を伴う刑罰を理由とする者)

5)第2288条1項(破産の場合)

除外は組合管理者によって決定されるが､設立決議が規定する場合､総

会にて決定される｡除外の決定に対し､組合員は､通達より60日以内に裁

判所に異議申し立てを行うことができる｡設立決議に異なる規定がなされ

ていない限り､組合関係の解消により同時に相互扶助的関係も解消する｡

民法2534条 組合員の死亡

組合員死亡の場合､相続人は以下の条項(設立決議には､組合への加入

条件を備えた相続人は､死亡した組合員に取って代わることを規定するこ

とができる)が規定されていれば､分配金清算もしくは債券の償還の権利

を有する｡

前項において､相続人が複数人の場合､分配金が分割可能でかつ組合が

分割を認める場合を除き､複数の相続人は代表者を決めなければならない｡



【カナダ】

1.契約関係

(1)ほとんどの協同組合は､組合員加入契約､労働契約の双方を有している

が､当該協同組合がどれだけ形式的に整っているかどうかにより様々であ

る｡州法においても､特定の契約関係を必須とするような規定は無いと承

知している｡

(2)特定の契約関係を必須とするような規定は無いと承知している｡

2.労働基準関係法令の適用

州又は連邦の労働基準関係法令については､他の事業と同様に協同組合に

対しても適用される｡協同組合に関する関係法令と同様､ほとんどの労働基

準関係法令は､州の権限に属している｡

3.報酬q)支払い

便益 (benefits)をどのように配分するかは､各々の協同組合の規定又は

各組合がどのような業種に登録されているかにより決定される｡

組合員に対する通常の便益 (benefits)は､配当金､商品に対する割引な

どがある｡配当金は､一般的に､組合員に対して支払われ､非組合員に対し

ては支払われない｡協同組合によっては､非組合員に対してもー走の便益､

例えば､特別な配当金を提供することもあるOしかしながら､詳細について

は､個々の協同組合によって決定される｡

4.雇用保険及び労災保険の適用

我々の知る限りにおいて､組合員､非組合員を問わず､協同組合の被雇用

者は､労働基準､雇用保険､労災保険の規定に基づき､全て､通常の被雇用

者と同様の権利と便益を享受できる｡雇用保険､労災保険の適用を受けるか

どうかという基準は､当該個人が､協同組合の組合員であるか否かではなく､

雇用の形態がいかなるものかによると考えている｡



【ドイツ】

1.前提

(1) ドイツ連邦共和国の (登録)協同組合に関する法規定は､産業 .経済協

同組合法 (GenossenschaftsgeSetZ)(以下､｢協同組合法｣という｡)に規

定されている｡協同組合法は､2006年8月 14日の ｢ヨーロッパ協同

組合の導入と協同組合法の変更に関する法律｣第3条により根本的に改定

された｡協同組合とその組合員の間の権利関係は､第-に､定款により規

定される｡定款は､法律で明確に認められたときに限り､協同組合法の規

定と異なる定めをすることができる (協同組合法第 18条)｡

(2)協同組合法第 18条で保障された ｢定款の自由｣の枠組みにより､ ドイ

ツの協同組合法に基づき､いわゆる生産協同組合を形成することが出来る｡

生産協同組合は､ 2006年8月14日の上記法律の施行まで､｢共同責

任による物品の生産及び販売のための組合｣(生産協同組合)として協同

組合法第 1条第 1項第4号において明確に規定されていた｡法律の明確な

言及はなくなったが､実態においては変更はされなかった｡政府法案の ｢立

法理由書｣では以下のように記されている｡｢従来の模範的な協同組合の

類型の列挙はある意味で時代遅れになっており､実際の形態の存続のため

に必要なものではない｡これは､協同組合法第 1条第 1項の定義に合致す

る生産協同組合にも当てはまる｡｣

(3)生産協同組合は､その組合員が協同組合において労働力を投じる義務が

あるとしている点で突出している｡協同組合の促進目的は､組合員の労働

力を市場に出すということにある｡その点でいわゆる生産物協同組合は異

なっており､そこでは組合員は協同組合の事業所で働 くというわけではな

い｡生産物協同組合は､むしろ､組合員のために製品を生産するのである

(例 :酪農協同組合 ･ワイン醸造協同組合)0

(4) ドイツ民主共和国 (旧東 ドイツ)では生産物協同組合法 (Produktionsg

enossenschaftsgesetz)の意味でのいわゆる生産物協同組合があり､特に

農業 (農業生産物協同組合)､手工業､漁業の分野で役割を果たしてきた｡

この生産協同組合は ドイツ再統一とこのような法人形態の廃止により､ 1

990年以降に消滅するか､登録済み協同組合や有限会社といった別の形

で引き継がれた｡これについて､例えば､ 1991年 7月3日の農業適応

化法 (Landwirtschaftsanpassungsgesetz)がある｡

(5)生産協同組合は ドイツにおいて多く見られるものではない｡生産協同組

合のいくつかは､以前の､旧東 ドイツの農業 ･手工業生産協同組合から生

産協同組合に転換したものであった｡



1.｢会社法に基づく関係｣と ｢労働法に基づく関係｣選択

生産協同組合では､組合員は単なる組合員ではなく､協同組合と労働法

的な関連がある｡彼らはいわば､労働者でもあり使用者でもある｡法人 (協

同組合法第 17条第 1項)として､協同組合はいつでも組合員と雇用契約

を締結できる｡それでもやはり､労働が同時に組合員としての立場で課せ

られるときに問題が生ずる｡

個々のケースにおいてこの両方の法律関係がどのように結びつけられる

かは､定款で規定されうる｡それにより､生産協同組合が､組合員でない

労働者を有することが出来る｡選択権を要求しないという規定をすること

は可能である｡しばしば見られるのは､組合員資格と雇用契約を密接に結

びつけ､雇用契約終了時には組合員資格もなくなるというものである｡こ

れもまた定款で定めることが許容されている｡

このような ｢定款の自由｣は新法においても変更されていない｡

2.労働関係法令の適用

いわゆる労働法の規定は､協同組合とその組合員の問の雇用契約にも適

用されるが､組合員契約に適用されるというわけではない｡

関連する規定は解雇保護法､労働妄全衛生法､連邦休暇法､社会法典､

労働協約締結法､その他の法律や法規命令 (政令)にある｡

3.報酬の支払い

組合員であることによる報酬請求権がある (協同組合法第 19条の協同

組合の利益配当分の請求権を参照)｡また､雇用契約に基づく賃金請求権が

あり得る｡

4.労働保険の適用

生産協同組合についてはその通りであるが､雇用契約の枠組み内のみの

ことである｡失業保険は社会法典第3編で､災害保険は社会法典第7編で

規定されている｡

5.契約の解了について

法律的な規定はない｡しかしながら定款で､雇用契約の存続を組合員資

格の前提として規定し､雇用契約の終了を除名事由とすることが出来る｡

雇用契約における義務違反は協同組合関係の違法であり､それにより除名

事由となり得る｡

6.剰余金の使途



剰余金は基本的に組合員の問で分配される (協同組合法第 19条第 1項

第 1文)｡しかしながら定款で他の規定をすることが出来る (協同組合法第

20条)｡分配は ｢直接の支払い｣を意味するのではない｡年間の剰余金の

利用は総会で決定される (協同組合法第48条第 1項第2文)｡協同組合法

第7条2で義務とされている､定款で規定される ｢法律的な積立金｣以外

には､協同組合法には法律的な剰余金の使用の規制はない｡その他の積立

金について定款で定めをおくことは可能である｡

7.非組合員の組合事業への従事

生産協同組合では､定款で許容される限り､非組合員を従業員として雇

用することが出来る (協同組合法第8条第1項第5号)0

協同組合事業所における協同組合と非組合員の関係は､労働法により規

定される｡この場合には会社法的規定は利用されない｡

8.非組合員の組合員への転換

創立時の組合員であること以外の､組合員になる唯一の可能性は､協同

組合法第 15条以下による正式な参加である｡協同組合事業所への参加に

よる実際的な組合員の地位の獲得ということは会社法上考えられないが､

もしかしたら､実際的な雇用契約ということはあるかもしれない｡



【スペイン】

1.契約

労働協同組合と組合員の間に契約はない｡協同組合に加入する際には申請

書を提出することとなるが､契約としての署名は行わない｡

一方で組合事業に従事する非組合員は､協同組合との間に労働契約を緒結

する｡

2.労働条件について

組合員の労働条件は､協同組合の定款に規定される｡定款では､ 1999

年の法律第27号の第83条及び第80条の5 (労働安全衛生)に規定され

る最低労働条件について言及する必要がある｡

組合事業に従事する非組合員については､基本的に労働法の適用がある｡

3.報酬

組合員に対しては､｢組合の割戻し｣として支払っており､従事非組合員

に対しては労働法に基づく賃金として支払っている｡

4.労働保険の適用

雇用保険は､基本的に組合員及び従事非組合員双方に適用される｡

5.剰余金の使途

協同組合事業より発生する剰余金の20%は､｢協同組合事業の発展｣の

ため､ 5%は ｢組合員教育｣のため支出される｡

さらに剰余金がある場合には､組合員への配当､ボランティア基金､その

他の基金に充当することができる｡



【フランス】

1.契約

生産労働協同組合とは､労働者の協同組合であること､そして ｢労働者｣

という用語は､この法規定においてそのように理解されなければならないこ

とを明確にすることが適当である｡一方で､二種類の契約が併存し得るが､

すべての組合員が労働者である必要がないのと同様に､すべての賃金労働者

が組合員である必要もない｡しかしながら､生産労働協同組合の資本金の大

半は､労働者により保持されるべきものである｡このため､労働者が全体と

して少なくとも資本金の50%を保持することが必要である｡なお､一人の

労働者が50%を超えて資本金を保持することはできない｡

2.契約

協同組合事業に従事していた非組合員が組合員に転換した場合､従帝の労

働契約は継続する｡しかしながら､期限の定めのある労働契約を締結してい

る賃金労働者が組合員資格を認められることは極めて希である｡頻繁に生じ

るのは､組合員となるための一定期間が短く､期限の定めのある契約が期限

の定めのない契約に転換される場合であり､この場合､それまでの当該企業

における労働時間が考慮されることとなる｡

期限の定めのある労働契約を締結している者が組合員となることは極めて

希であり､こうした仮定は､賃金労働者である組合員資格において維持する

ことを正当化するための 1978年の法律第 11条において予定されていな

い｡このため､労働契約が解消され､法的にも､税制的にも外部組合員とな

る労働者であると考える｡これは厳密には退職ではないが､組合員の地位に

及ぼす効果は同じであるO外部組合員の資格において残ることを求めるとき

は､規約に従い､総会､管理部門又は理事会の了解がある場合にしか､この

資格を得ることはできない｡また､すべての外部組合員と同様に､1978

年の法律第29条の適用により､他の組合員は賃金労働者中心となることを

望むため､そのうち組合員の資格を失う可能性がある｡

3.組合加入前の労働契約による労働

生産労働協同組合に加入する前に労働契約に基づき非組合員が組合事業に

従事することは一般的である｡生産労働協同組合の創設の場合を除き､定款

において､組合員労働者となるための申請に関する期限が必ず設定される｡

現実には､フランスの当局がすべての生産労働協同組合の定款を確認して

いるわけではないが､それは一定期間後に従事非組合員に提供される選択肢



である｡このため､加入義務を規定することを認める1978年の法律第9

条は､柔軟に､また従事非組合員に付与された可能性として適用される｡現

実は企業によってかなり異なる可能性がある｡

4.非組合員の組合員への転換

非組合員の組合員へ転換することは一般的である｡それは､ 1978年の

法律第9条に規定されるように､一定期間例えば2年間経過後に組合員とし

ての加入申請を行うよう労働契約で従事非組合員に対して義務づけることを

組合の定款で定めることはが可能だからである｡

この分野においては3つの規則が存在し､定款においてはそのいずれかを

選択しなければならない｡

2つの規則は､定款が定める一定期間経過後の申請が義務づけられている

場合 (1978年の法律第9条)､又は申請は自由であるが､加入の承認に

ついて極めて有利な取り扱いが規定されている場合 (1978年の法律第8

条｡ただし､適用は極めて希)に適用される｡

加入承認は､規約が定める一定期間経過後に自動的に行うこととすること

ができる｡この場合､総会は討議せず､確認するだけである｡

加入承認は､組合員の反対がない限り行うこととすることも可能である｡

臨時総会と同じ条件において大多数の支持を集めなければならない｡すなわ

ち､株式会社の3分の2､有限会社の形態をとった協同組合のほとんどにお

いては組合員の4分の3である｡実際には承認はほとんど自動的に行われる｡

規約においては､組合員としての加入申請を自由な選択に委ねることも可

能である｡原則として､ 1978年の法律第7条においては､通常総会に関

する条件において､総会は決定を下すこととされている｡こうした選択が徐

々に増加 している｡承認を容易にするためには､第8条に規定されているよ

りも更に柔軟な条件とすることを防げるものは何もない｡

組合員となる賃金労働者は､企業に対する出資を徐々に増加させることが

できる｡出資が賃金からの天引きの形態をとる､あるいは出資による利益配

分が行われることはかな一般的である｡

5.労働法令の適用

労働法典全体が､単なる従事非組合員であれ､組合員である労働者であれ､

組合事業の従事者に対して適用される｡例外的に委任として報酬を支払われ

る幹部にも労働法典は適用される｡

6.報酬の支払い



組合事業のすべての労働者は､その地位にかかわらず､賃金のほかに協同

組合の活動に応じた報酬の調整に対応する ｢労働の持ち分｣と呼ばれる払い

戻しを受ける｡この ｢払い戻し｣は､賃金と同一視され､同様の社会保険料

が賦課される｡しかしながら､この ｢払い戻し｣が出資の代わりとなる場合

には､こうした負担を免除される｡

しかしながら､この ｢払い戻し｣は厳しく限定されている｡実際 1978

年の法律第32条及び第33条においては､経常純黒字又は収益が労働者に

再分配される条件が規定されている｡こうした再分配は､法定準備金 (経常

黒字の少なくとも15%以上｡準備金の額が資本金の額に連するまでは義務

的)及び､場合によっては､規約による準備金 (発展基金とも呼ばれる)を

積み立てた後でなければ行うことができない｡

他方､資本に対する利子 (しばしば利益配当と呼ばれる)は､それが規約

に規定されている場合に､従事組合員であれ､他の組合員であれ､組合員に

対して行われる｡

したがって､①従事者は ｢労働の持ち分｣に関する権利を､②従事組合員

は ｢労働の持ち分｣及びその出資に対する利子に関する権利を､③外部組合

員はその出資に対する利子に関する権利を有する｡

7.労働保険の適用

生産労働者協同組合の従事組合員は､他の労働者と同様の権利を有する｡

したがって､従事組合員は通常の条件において､失業手当及び労災補償に関

する権利を有する｡反対に､生産労働者協同組合の従事者でない組合員は､

生産労働者協同組合の組合員であることをもって失業手当や労災補償を要求

することはできない｡

8.剰余金の使途

生産労働者協同組合の剰余金については､経常黒字と呼ばれる社会的事業

の収益となる｡このため､従事組合員に対する払い戻し及び定款に資本に対

する利息に支払いが定められているときは､資本に対する報酬の支払いに充

てられる｡こうした剰余金と間接的に関係があるが､行政庁の許可なく行う

資産の少なくとも50%の売却といった一定の資産の売却は､帳簿の記載の

有無に関わらず制限､さらには禁止されている (協同組合高等評議会の意見

後に決定される省庁間省令)｡これは大きな資産を有する協同組合の解体を

防止することを目的としている｡


